
漢晋史研究における文献史料の可能性

人物伝を中心に

阪南大学 永 田 拓 治

は じ め に

中国では古 くか ら種 々の文宇記録 が残 されてきた。 なかで も 『史記』・『漢書』 といった

王朝史をは じめ とす る、多 くの 「史」書が編纂 されて きた。かかる 「史」書を通時代的に

生み出 して きた中国において、魏普期 は 「史」の発展 の画期 と位 置づ けられ、「史」が当該

時代の歴史的性格 を うかが ううえで重要であると考 えられてい る。

ただ、古来 よ り中国では連綿 と 「史」書が編纂 されてお り、なにも魏晋社会のみに特徴

的な現象 とはいえない。ではなぜ 「史」が魏普期 を特徴づける歴史的性格 として認識 され

てい るのであろ うか。

魏晋期 が 「史」発展 の画期 と位置づ けられるゆえんは どこにあるか とい うと、そ の第一

にあげ られ るのは、書 目分類 における 「史」部の独立であるとい える。周知 のとお り、『漢

書』藝文志で 「史」は、六藝略春秋 に属 してお り、書 目分類 の一角 とはみな されていなか

った。 これ が魏晋期に至 り、「史」部が成立するわけであるが、その詳細については、『晴

書』経籍志 の序か ら概観 してお きたい。

魏氏代漢、采□ 遺亡、藏在祕 書 中 ・外三閣。魏祕 書郎鄭默 、始制 中經 、祕 書監荀勗 、

又因中經、更著新簿、分爲四部、總括羣 書。一曰 甲部、紀六藝及小學等書。二曰 乙部、

有古諸子家 ・近世子家 ・兵書 ・兵家・術數 。三曰 丙部、有史記 ・舊事 ・皇覽 簿 ・雜事。

四曰 丁部、有詩賦 ・圖讚 ・汲冢 書。大凡四部合二萬九千九百四十五巻。

と、祕書監 の荀勗 が魏 の祕 書郎鄭默 が記 した 『中経』 によ り 『新簿』 を著 した とある1。こ

こで注 目すべ きは、『新 簿』 が四部 で構成 され、 丙部 に 「史記 、舊 事、皇覽 簿、雜 事」

といった 『漢書』藝文志では六藝略春秋に属していた書物が配されているとい う点である2。 また同

志序には、

1『 文選』巻四六序下、王文憲集序に引く王隠 『晋書』には、

荀勗、字公曾。領秘書監、與中書令張華依劉向別録整理錯亂、又得汲冢竹書、身 自撰次、以爲中経。

とあり、王隠は荀勗 の著 した書を 『中経』としている。また、鄭默 の著 した とされ る 『中経』については、

阮孝緒 『七録』序、古今書最には引かれておらず、その詳細は不明である。

2戸川芳郎氏(「 四部分類 と史籍」『東方学』八四
、一九九二年)は 、魏晋書 目の史部の創設について 「丙

部に史記や旧事が属 しているからといって、この 「晋中経簿」の部立てが史部の開宗であるとは断定でき

ない」 と指摘する。
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惠

・懷之亂 、京華蕩覆、渠閣文籍、靡有孑 遺。東晉 之初、漸 更鳩聚。著作郎李充、以

(荀)勗舊簿 校之、其見存者、但有三千一十四卷。充遂總 没衆篇 之名、但以 甲乙爲次。

自爾因循、無所變 革。

と、西晋末の混乱で書籍 は失 われ、東晋期 に著作郎であった李充が荀勗 の 『新 簿』によ り

対校 した ところ、29,945巻 の うち3,014巻 のみが確認できた とある3。李充はそれを 『新

簿』 と同 じく四部 とし、篇名 を省 き、単に甲部 ・乙部 として順序づ けた。これ については、

『文選』巻 四六序 下、王文憲集序に引 く臧栄緒 『晋書』に、 「五經 爲 甲部。史記爲乙部。諸

子爲丙部。詩賦爲丁部。」 と、五経 を甲部 に、史記を乙部 に、諸子 を丙部 にした とある。こ

こか ら、東晋の李充によ り荀勗 『新簿』 の乙部 と丙部が入れ替 え られ、現在の四部分類 と

同様 に経史子集 の順序が確立す ることとなる。

このように魏晋期 に、書 目分類 に 「史」部 が立て られ、経部 につ ぐ地位が与 え られたこ

とをもって、魏晋期 に 「史」が発展 してきたことの根拠 とす ることは共通する認識 である

とい える。 しか し、この 「史」部の独立 については、「史」書の増加 にともない経部 から析

出 された とす る見解 と、その独立を当該社会の史的変化 を反映す るもの、 ととらえる二つ

の考え方がある。

「史」書の増加 にその原 因をもとめ るもの としては、古 くは梁の阮 孝緒がその書 『七録』

の序(『 広弘明集』巻三)で 、 「史」書 の増加 により史部が析 出された との考えを示 してい

る。 これ は内藤湖南4・武 内義雄5・ 倉石武四郎氏6ら にもみ られ る意識 である。

これ に対 して、戸川芳郎氏 は 「書籍 の類別 の うえでの、史部 の経部か らの この独立は、

「六略」か ら 「四部」へ と展 開する背景 にあ らわれた漢魏期文化の大きい史的変化を反映

す る」7と、そ こに後漢か ら魏 にか けての歴史的変化 をみいだす。また、井上進 氏は、この

戸川氏の指摘をふ まえ、「魏晋 の際、史書 が本格的 に増加 しは じめたその時に、す ぐ新たな

四部分類 が登場 した とい う事実 は、単に史書 の量的な増加 か らだけでは説 明しきれない」8

と述べてい る。

これについては、西晋末の混乱で書籍 が失われ、東晋期 には、荀勗 『新簿』の約十分の

一 しか残 っていなかったにもかかわ らず
、李充が四部分類 を採用 し、 かつ乙部 と丙部 を入

れ替えていることか らも、戸川 ・井上 両氏が指摘す るように、史部 の析出は 「史」書 の増

加 とい うよりは、 「史」 に対す る意識の変化であると考え られる。

3李充の書 目編纂 について姚名達(『中国 目録学年表』商務印書館
、一九四〇年)は 、穆帝の永和年間(345-356

年)と 推定している。

4「 支那目録学」(『内藤湖南全集』一二、筑摩書房、一九七〇年)参 照。

5『 支那学研究法』(岩 波書店
、一九四九年)参 照。

6『 目録学』(東 京大学東洋文化研究所付属東洋学文献センター刊行会
、一九七三年)参 照。

7戸 川前掲論文参照
。

8「 四部分類の成立」(『名古屋大学文学部研究論集』五十周年記念論集、史学四五、一九九九年)参 照。
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では、 ここでい う 「史」書 とは どの ような書物 を指す ので あろ うか。そこで、まず魏晋

期 の 「史」書 を うかが ううえで最 も重要 な史料 となる 『隋書』巻三三経籍志史部(以 下、

『隋書』経籍志史部)を みておきたい。『隋書』経籍志史部 には、古 くは先秦期 から唐初に

至るまでに編纂 された 「史」書 が、他の分類(と くに経 ・集部)に 比べ て多 く収載 されて

いる。史部 は、正史 ・古史 ・雑史 ・覇史 ・起居注 ・旧事 ・職 官 ・儀注 ・刑法 ・雑伝 ・地理 ・

譜系 ・簿録の13に 分類 され、計817部 ・13,264巻(実 数812部 ・13、220巻)が 収 められ

てい る。その内訳を収載部数の多い ものから見てみると、雑伝217部 ・1,286巻 が群 を抜

いて多 く、つぎに地理139部 ・1,432巻 、72部 ・917巻 の雑史 と続 く。王朝史た る正史 は、

67部3,083巻 、古史には34部666巻 の収載が確認 できる。

従来、『隋書』経籍志史部 に収載 されている 「史」書 の多 くが魏晋期 に編まれてい ると

いう状況 か ら、この時代が 「史」書を、なかで も、「雑伝」に収載 された書籍を生み出すに

適 した歴史的特質 をそなえた時代であると考え られ てきた9。

そこで 『隋書』経籍志史部雑伝 に分類 された書物 をみてみる と、「耆旧伝 」「先賢伝」・「家

伝」・「類伝」(高 士伝 ・孝子伝 ・逸民伝 ・列女伝等)・ 「仏道類伝」(高 僧伝 ・列仙伝 ・神仙

伝等)・ 「志怪書」(「捜神 記」・「霊鬼志」等)な ど10が収載 されている。ただ、これ ら雑伝

9逮耀東 「魏晋史学的時代特質」(『魏晋史学及其他』東大図書公司、一九九入年)参 照。10

『隋書』経籍志史部雑伝に収載 されている書物の分類について、古 く 『通志』藝文略 「伝記」では、者

旧 ・高隠 ・孝友 ・忠烈 ・名士 ・交遊 ・列伝 ・家伝 ・列女 ・科第 ・名号 ・冥異 ・祥異の十三種に区分する。

また、重沢俊郎氏(「 文献 目録を通 して見た六朝の歴史意識」(『東洋史研究』一人-一 、一九五九年)は 、

①地域別有名人を対象 とした記録、②別伝 ・家伝、③同一の性格 をもつ伝を集めたもの、④列異 ・捜神記

の四分類に、小林昇氏(初 出 『早稲田大学大学院文学研究科紀要』七、一九七三年。のち同著 『中国 ・日

本における歴史観 と隠逸思想』早稲 田大学出版部、一九八三年、所収)は 、①先賢 ・耆旧 ・高士 ・列女②

別伝 ・家伝③列仙 ・道士 ・高僧④列異 ・捜神記の四つに分類 している。そのほか、 佐野誠子氏(「雑伝書

としての志怪書」『日本中国学会報』五四、二〇〇二年)は 、耆 旧 ・高隠 ・孝友 ・忠節 ・名士 ・雑伝 ・家

伝 ・童子 ・交遊 ・列女 ・僧侶 ・神仙 ・鬼神 の13種 に分類する。また、逮耀東氏(「『隋書 ・経籍志 ・史部』

及其 「雑伝類」的分析」『魏晋史学的思想与社会基礎』東大図書公司、二〇〇〇年)は 、『三国志』裴注 ・

『世説新語』劉注や類書によって 『隋書』経籍志を補って以下のように分類 している。

分類

隋志

輯補

合計

郡書

36

15

51

家史

28

39

67

類伝

63

24

87

別伝

6

205

211

仏道

38

3

41

志怪

36

36

合計

207

286

493

このように、各人によって分類 の仕方が異なることがわかる。ただ、ここで注 目したいのは、重沢 ・小林 ・

逮氏が、隋志史部雑伝には収載 されていない 「別伝」を補っていることである。なお、「別伝」が隋志に

収載されなかった理由について小林氏は、「別伝の人物が殆 ど全て正史の列伝に含まれているとともに、

別伝が片片たる小冊子に過ぎなかったか ら」 と推測している。
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に収載 されている書物 はすべ て散佚 してお り、完本 としての伝 来は確認で きず、『三国志』

裴松之注(以 下、裴注)・ 『後漢書』李賢等注 ・『世説新語』劉孝標注(以 下、劉注)や 、『藝

文類聚』・『北堂書鈔 』・『初学記』・『太平御覧』 といった類書 に供文を残すにすぎない。そ

こか らその編纂者 、編纂時期が明 らかなものをうかが うに、「耆旧伝」 「先賢伝」・「家伝」

は後漢か ら東晋期 にかけて集 中的に編纂が行われたことがわか る。また、「類伝」は後漢か

ら南 北朝にかけての広範 な時期 に11、「仏道書」・「志怪書」12は魏晋 以降に編纂 が盛ん とな

った と思われ る。

ここか ら看取 される ことは、その編纂時期が 「魏晋」ではな く 「漢晋」(後 漢三国両晋

期)で あったとい うことである。この魏晋期 を特徴付 ける とされ る 「史」書が後漢期、すで

に編纂 されていた とい う事実 は重要であると考える。

つぎに 『隋書』経籍 志史部雑伝 に収載 されている書物の特徴であるが、志怪書 をのぞい

ては、人物 を対象 とした 「伝」で あるこ とが指摘できる。 この人物伝 は、『史記』・『漢書』

といった紀伝体 を構成す る列伝 と同様 に故人の事蹟 を記 した ものであ り、その体裁 も列伝

とかわ るところはない。ただ、列伝 と大き く異なる点は、王朝史 に繋が らない人物伝 であ

る、 とい う点である。なお、本稿 で用いる人物伝 について定義 しておきたい。本稿 では、

人物伝 を、漢晋期 に簇 出 した王朝史 と関わ らない(王 朝史に含 まれない)、故人の事蹟 を対

象 とした伝 とす る。

本稿では、漢晋期に集 中的に編纂 が行われた人物伝が、 当該時代 の歴史的性格 を反 映す

るものであるとの予測 のもと、その史料 的可能性にせま りたい。

一　人物伝研究の現状 と課題

1、 人物伝研究 と 「雑伝書」研究

『三国志』裴注 ・『世説新語』劉注 などの史注や 『藝文類聚』・『初学記』・『北堂書鈔 』・『太

平御覧』 といった類書 には、多 くの人物伝 が残 され ている。 これ まで も 『階書』経籍志史

部雑伝に収載 された人物伝の多 くが魏晋期 に編纂 された とい う点に着 目し、かかる人物伝

を研究対象 として魏晋期 の歴 史的性格にせまるとい う研究手法が多 くみ られた。

これ らの研 究は大 き く二つに分類できる。一つは、『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 され

ている人物伝を 「雑伝 書」 としてその全体か ら考察を加 えるもの、いま一つ は、個別の人

11高士伝 ・逸民伝 ・孝子伝は西晋以降にその編纂が盛んになった と思われる。なお、「類伝」編纂者の特

徴 として、王朝史の編纂者が多いことが指摘できる。加えて、習鑿歯 ・孫盛 ・袁宏 ・徐広 ・王韶之と編年

体の王朝史を編んだ者が多いことも興味深い。 「高士伝」・「逸民伝」については、松浦崇氏 「逸民伝 ・高

士伝を通してみた隠逸思想の展開(上)」 『福岡大学 人文論叢』二〇一二、一九八八年)参 照。

12『階書』経籍志史部雑伝に収載 されている志怪書に注 目したものとしては
、劉苑如 「雑伝体志怪与士伝

的関係」(『中国文哲研究集刊』八)、 一九九六年、佐野前掲論文があげ られ る。
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物伝 に考察 を加 えるものである。

前者 として、逮 耀東 氏13と胡宝国氏14の業績があげ られ る15。逮耀東氏 は、魏晋期に独 自

の社会 と思想 の変遷 が、両漢 、お よび隋 唐 とは異なる独 自の魏晋史学を形成 した とし、な

かでも 「雑伝書」(本 稿 でい う人物伝)が 魏晋史学の特色であると指摘す る。

そ こで氏は、魏晋 史学を特徴 づけるとす る 「雑伝書」について、二つの視角か ら考察 し

ている。一つは、両漢期 に権威的であった経学が衰退 し、玄学思想が盛 んになることで個

人の意識が覚醒 し、史学家 の人物評論に新 しい標準が生まれ た と思想面か ら考察 してい る。

いま一つ は、門閥を重視する社会的風潮 のなかで、世家大族が中心 となって史学の発展 を

促進 した と政治 ・社会の側 面か ら分析を加えている。 そ して、このよ うな思想 ・政治 ・社

会 の状況 を背景 として 「雑伝書」が生み出 された とし、かかる 「雑伝書」の素材 となった

のが、後漢後期 よ り流行 をみた人物評 であった とす る。 この人物評 は、世族大族がその担

い手 とな り、同等の郡望家族の構成員同士が、互いを比較評価す ることで、門閥社会内部

での婚姻 関係 、家柄 の不 同の区分が進み、閉塞的な社会を形成す る。 これ によ り、 ある家

族の郡望 ・家学 ・家風 ・婚姻 関係 が家族 の高下(家 格の高下)を 構成す る重要な要素 とな

り、魏晋期 の雑伝 中にみえる 「家史」・「家伝」・「世録」な どが形成 され ていった と述べ る。

また、この種 の人物評 の形式は、本来両漢の地方察挙にお ける郷里での評議が基礎 とな

っているこ とか ら、そ こには地域差が存在す ると指摘す る。この地域差 は、後漢末の混乱、

後漢 の崩壊、群雄 の割拠 とい う時代の局面が生みだ された ことに より、先鋭化 し、魏晋雑

伝 中で地域を主体 とした 「耆旧伝」 「先賢伝」な どの人物伝 が形成 された とする。

以上 のように、逮耀東 氏 は、漢晋期 に流行 した 「家伝」・「耆旧伝」「先賢伝」といった 「雑

伝書」の担い手を世族 大族 にもとめ、その役割をかれ らが より排 他的な社会(門 閥社会)

を構築す る手段 であった と結論づ ける。

この 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 され る人物伝 と門閥社会の関係 につ いて、宮川 尚志

氏16は、「六朝史学は貴族 の史学」で あった とし、 「史学の存立は貴族 の手 中にあ り、貴族

の関心す る所が多 く史書に反映 している。即 ち家 門の名誉 と栄貴 とを宣伝 し誇示するため

13逮耀東 「魏晋別伝的時代性格」(『 魏晋史学的思想与社会基礎』(東 大図書公司、二〇〇〇年)参 照。

14胡宝国 「雑伝与人物品評」(『漢唐間史学的発展』商務印書館
、二〇〇三年)参 照。

15そ のほか、小林昇 「魏晋時代の伝記と史官」(初 出、一九七三年。のち 『中国 ・目本における歴史観と

隠逸思想』早稲田大学出版部、一九八三年所収)、 仇鹿鳴 「略談魏晋的雑伝」(『史学史研究』一、二〇〇

六年)が ある。

18宮川 尚志 「六朝時代の史学」(『東洋史研究』五一六、一九四〇年)参 照。なお、人物伝の流行の背景に

門閥社会の存在を見いだすものとしては、銭穆 「略論魏晋南北朝学術文化与当時門第之関係」(『中国学術

思想史論叢』東大図書公司、一九八五年)、 周一良 「魏晋南北朝史学発展的特質」(『魏晋南北朝史論集』

北京大学出版社、一九九七年)、邱 敏 『六朝史学』南京出版社、二〇〇三年、第四章 「六朝史書(下)」 第

一節雑伝譜系)な どがあげられる
。
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に譜学 ・家伝 の類が多 く作 られ、また家門の血統の一つ一つ の環である個人の性行に関す

る記述 として伝記 ・逸話集(世 説新語の如き)の 類が編述 され」た と、その担い手は貴族

であ り、伝記の編纂 に家門の血統 を飾 る役割を見いだ している。また、人物伝 について、

「貴顕な る地位 にある個人及びその属す る家門に対す る関心がつ よい こと。(中略)こ れ は

耆旧伝や某 々別伝の形 で著 され るものについてい う。そ してこの場合の関心はむ しろ個人

の属す る家族に向け られているので、家伝や譜系の類が作 られた事情は当時の門閥崇尚の

風潮 と伴 うものであることい う迄 もない」 と、嗜 旧伝」 「先賢伝」・「家伝」・「別伝」 とい

った人物伝 の編纂 が個人の事蹟 を重視 した とい うよりもむ しろ、その個人の背後 にある家

門にあった ことを端的に指摘 してい る。

この貴族 の手によって行 われ た人物伝 の作成が、当該社会 のなかで どのよ うに機能、す

なわち貴族制社会 を構築維持す るた めに どのよ うに機能 していたかについて、渡邉義浩氏

は、「家柄 と通婚圏に価値 を置 く貴族 は、史書 を利用 したそれ らの偽造に対 して史料批判 を

行 うことで、家柄 によ り表現 され る貴族の 自律的秩序 を維持 しよ うとした。「史」は貴族 の

自律的秩序 を守 るための文化的価値 となった」17と、貴族が新興す る勢力 の記す人物伝 を

は じめとす る 「史」書 に史料批判 を加 えることで排他的な社会 を維持(自 律的秩序の維持)

していた との見解 を示 してい る。

ここか ら うかがえることは、魏晋期 に発展 を遂 げた 「史」書 の一形態 として人物伝 は、

世族大族(貴 族)を 担い手 として、かれ らが生きる社会、す なわち門閥を重視す る社会の

なかでかれ らの政治的社会的地位を維持する手段 として位置づ けられてい るとい うことで

ある。

しか し、このよ うな考 え方に対 し、胡宝国氏 は、『隋書』経籍志 史部雑伝 に収載 されて

いる 「郡書」(本 論でい うところの 「耆旧伝」「先賢伝」)・「家伝」・「高士伝」・「別伝」か ら

「雑 伝書」に分析 を加 える。そこでは、その編纂 時期 が後漢末か ら東晋期 であ.ることを指

摘 し、門閥観念が強 固となる南朝劉宋期 において人物伝 が激減す るとい う事実か ら、「雑伝

書」の流行 と門閥を重視す る社会の関係 を否定す る。そ して、 これまでは ともに門閥社会

を維持する手段 とされて きた 「郡書」 と 「家伝」 とを区別 し、大族 を輩出 しない地域では

「郡書」が、多 くの大族 を輩 出す る地域では 「家伝」が、それ ぞれ対抗す る目的をもって

編纂 された と指摘す る。す なわち、胡氏は 「雑伝書」を門閥社会成立前夜 の社会的状況か

ら生み出された もの と考 えていることがわかる。

また、劉宋期 にその編纂が激減 したこ とについて、後漢後期 に皇帝権力の弱体化によ り

流行 した人物評 が、南朝にはい り徐 々に皇帝権力の強化 とともに、国家に収歛 されたこと、

お よび、家柄 の確定によ り個人の事 蹟よ りも、家柄 の高下を重視す る社会が台頭 してきた

ことにもとめる。

17渡邉義浩氏(「 「史」の自立―魏晋期における別伝の盛行を中心 として―」『史学雑誌』一一ニ-四、二〇

〇三年)参 照。
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以上、『隋書』経籍志史部雑伝に収載 されている人物伝全体から考察を加えた先行研究を

みてきた。そこでは、魏晋期における 「史」の発展を特徴づける 「史」書の一形態 として

の 「雑伝書」(人物伝)に ついて、世族大族を担い手として、門閥社会成立過程および成立

後の社会で、新興勢力をおさえ、排他的な社会を維持する手段 と位置づけるこれまでの見

解 と、門閥社会成立前夜に流行し、門閥社会の成立を期に衰退 したとみる胡宝国氏の見解

について概括を加えた。

2、 人物伝研究 における 「別伝」の位相

つ ぎに、各人物伝 を対象 とした先行研 究についてみてお きたい。 ここでは人物伝のなか

でも とくに 「別伝」に注 目して整理 を行 いたい。なぜな ら、「別伝」については、これまで

各人物伝の素材 とい う視 点か ら言及がな されてお り、各人物伝 に考察 を加 える うえで、 こ

の 「別伝」の位置づ けを明確 に してお く必要があると考えるか らである。

漢晋期社会にお ける 「別伝」 の重要性 に注視 した専論 としては、矢野主税氏 の 「別伝 の

研究」があげ られる18。矢野氏は、 「別伝」について、一家 ・一 門によって作 られたもので

はな く、世評をもとに して外部か ら眺 めた人物論であったとす る。その製作時期 について

は、立伝対象者 の死後で あった ことを前提 とし、伝主 と近い時代 あるいは同時代 の人が直

接資料 に基 づいて編纂 したもの と、後世の人が間接資料 にもとついて編纂 した ものの二つ

にわけ られ るとす る。

また、「別伝」の作者 の多くが不 明であることについては、一家 ・一門ではな く 「当時世

上に流布 していた人物評 を基 として書 かれたとい う性格― 勿論 その編纂 にあたっては種々

の資料をその家 に求めたか も知れないが― によって、それ ら別伝 はあ る個人の作 とい うよ

りも、当時の社会 の作 とい うべき ものであったか らではあるまいか。換言すれば、別伝 と

は門閥社会の、その人物 に対する評価 であったと考え られ るのである」 とし、矢野氏は、

門閥社会の存在 を前提 として流行 したこの 「別伝」が、同 じく門閥社会のなかで流行 した

「家伝」編纂の材料 となった可能性を指摘す る。ただ、門閥社会 の評価 である との結論 に

は曖昧 さが残る。

これに対 し、逮 耀東氏 は、 「別伝」 とは魏晋期 に流行 した叙 述形式 であ り、その作者は

著名 な文筆の士で、作者 と伝者 の関係 の多 くは血縁、あるいは婚姻 関係にあ り、互いに立

伝が行 われたもので、 これは魏晋時期 の特殊な社会構造である門閥制度 と密接 に関わるも

のであるとす る。そ してこの 「別伝」が、同 じく世族大族 の手 によって編 まれた 「家伝」・

「耆旧伝」 「先賢伝」の素材 となった とす る。

以上 より、矢野 ・逮耀東氏 はともに 「別伝」流行 の背景に門閥社会 の存在 をあげる19。た

18矢野主税 「六朝門閥の社会的政治的考察」(『長大史学』六、一九六一年)、 「別伝の研究」(『長崎大学教

養(育)学 部社会科学論叢』一六、一九六七年)参 照。

19「別伝」の流行と門閥社会 との関わ りに言及するものに
、李傳印 『魏晋南北朝時期史学与政治的笑系』
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だ、その作者を著名 な文筆家で、伝主 と作者の関係は血縁 ない しは婚姻 関係にある とする

逮耀東氏2°に対 し、矢野氏は、その作者 は一家 ・一門ではない、世評 に基づいた外部 か ら

の人物評 であった とす る点において異なる。

「別伝」の作者 について逮 耀東氏は、211種 の 「別伝」21をあげ、その うち作者が明 らか

な27種 、23名 をもとに考察を加 えてい る。渡邉義浩氏 は、逮耀東氏の見解 を受け、「魏晋

期に固有の史書である 「別伝」も、(中 略)個 人のため、家のた め、その記述は偏向を持ち

歪曲 された歴史が描かれた。「名 士」やその後進である貴族 は、九品中正 の状を有利 にする

ための手段 として、或いは政争の具 として史書 を濫造 したのである」と、「別伝」がみず か

らの立場 を有利 にす るた めに編 まれた偏 向の多 い史書22である と、その役割をよ り明確 に

示 している。ただ、作者 と伝 主の関係がわか るものは、わずか13組 にす ぎず、これ らの事

例か ら 「別伝」の作者の傾 向を特定することは難 しい と考える。

つぎに、矢野氏 が指摘す る 「世評」に基づいた外部か らの人物評であ るとの指摘 に検討

を加 えたいのであるが、矢野氏の述べるようにその作者の多 くは不明であ り、分析 を加 え

るにもその手がか りが少ない。そこで、「別伝」の編纂 をべつ の角度か ら考察 した例 をみて

みたい。それは 「別伝」の編纂 と史官の関係 に注 目したものである。

船木勝馬氏は、『宋 書』百官志 の 「音制、著作佐郎始 めて職 に到 るに、必ず名臣傳 を撰

す。(晉 制、著作佐郞 始到職 、必撰名 臣傳。)」 とい う記事に注 目し、これを著作佐郎 に任

じる際 の資格試験的な もので あると解釈 し、魏晋期 に個人の伝記が多 く編 まれたのは、こ

(華中科技大学出版社、二〇〇四年、)仇鹿鳴 『略談魏晋的雑伝』、『史学史研究』二〇〇六年第一期)等 が

ある。

20渡邉氏(前 掲論文)は
、逮 耀東氏の見解を支持 し、「縁故者の伝主を描 く別伝は、その家に有利な史書

を著すことにより、門地の社会的評価を上昇 させることを 目指 したものと考える。伝主を描 くことは、単

に伝主だけでなく、その一族の名声の上昇にとって有利なことだったのであろう。」 と述べる。

21「別伝」の時代 ごと ・書物ごとの編纂数については、逮耀東 氏(「 魏晋別伝的性格」前掲書)が 、『三

国志』裴注 ・『世説新語』劉注、『太平御覧』・『北堂書砂』・『藝文類聚』・『初学記』に収録されている 「別

伝」を収集 し、戦国1名 、前漢5名 、三国52名 、西晋46名 、東晋95名 の合計211名 の 「別伝」をあげ

ている。なお氏は、『後漢書』注 ・『文選』注 ・『水経注』などにも若干の 「別伝」が収録 されているが、

数が僅かであることと、内容が重複 していることか ら収録 しなかったとする。

22各人物伝の史料的価値については
、その価値を高く評価するものと、『隋書』経籍志史部雑伝序 ・『史通』

雑述の評価により、問題のあるものとする考えがある。前者 として、矢野氏(前 掲論文)は 「別伝」を 「正

史に比して劣るものではない」 とその価値を高く評価 している。 これに対 し、渡部武(「 「先賢伝」「耆旧

伝」の流行 と人物評価の関係について」(『史観』八二、一九七〇年)・ 松浦崇(「逸民伝 ・高士伝を通 して

みた隠逸思想の展開(上)」 『福岡大学　人文論叢』二〇-二 、一九八八年)両 氏は、『隋書』経籍志史部雑

伝の 「史官の筆のすさび」 とい う評価を踏襲 している。
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のことに起 因す るもの としている23。これは、非常に示唆的で興味深 い指摘である。確 か

に史官に任官す るときに編むべき 「名臣伝」であれば、作者の名 が不明で あるの も頷 ける。

ただ、小林昇氏が、「別伝」は後漢期、史官による制作によ り、三国以降 は私人による編纂

が行 われた と推測 してい る24ように 「別伝」の編纂 をすべ て史官 に帰す のも難 しい。

そ もそも、「別伝」については漢晋期の歴史叙述にあれ ほ ど多弁である 『史通』がまった

く言及 していないだけでな く、全 く異なる 「別伝」認識を持ってい ること25、また 『階書』

経籍志 が収録 してい ないこ とか ら、書物 としての体裁を とっていなかった と考 えることが

できる。

では、『隋書』経籍志史部 には一書 も収録 されてお らず26、『史通』で も言及 されていな

「別伝」 は、なぜ漢晋期の人物伝 として重視 され るにいたったのであろ うか。漢晋期の人

物伝のなかで 「別伝」 に注 目した先駆 ともい うべきは、清の考証学者 である湯球 と章宗源

であろ う。湯球は、『晋諸公別伝輯本』で 「別伝」の佚文 を収録 してい る。そこで湯球 は 「別

伝」について、「夫別傳者何、蓋別乎正史而名之也」 と、正史 とは異なるこ とか ら 「別」と

名付 けられた との考えを示 してい る。

また、章宗源 は、『隋書経籍 志考證 』(『二十五史補編』開明書店原版重印、 中華書局、

一九五五年
、所収)で 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 されていない 「別伝」一八 四家を史

部雑伝 に収録 している。この 『隋書』経籍志史部雑伝に 「別伝」 を収録する とい う考え方

は、その後、侯康 『補三国藝文志』(『二十五史補編』所 収)や姚 振宗 『隋書経籍志考證 』

(『二十五史補編』所収)ら に踏襲 されることとなる。 これが、「別伝」を 『隋書』経籍志

史部雑伝 に収載 し、「別伝 」が漢晋期 の人物伝の一つ として認識 され るよ うになる画期 とな

った といえる27。

以上、『隋書』経籍志史部雑伝に収載 されてい る人物伝 についての先行研 究について概括

を加 えて きた。そこで、気づいたい くつかの問題点 を整理 しておきたい。

まず人物伝研究全体についていえ ることは、後漢末 に郷里社会 を中心に流行 した人物評

にその淵源 をもとめてい ること、また、人物伝の編纂が魏晋期 の社会において、その編者 、

および関係者 の社会的地位 向上 をはかるものであったとい う点において共通 しているとい

うことである。

23船木勝馬 「晋朝における史官 ・修史をめぐって」(『日野開三郎博士頬寿記念　論集中国社会 ・制度・文化

史の諸問題』中国書店、一九八七年)参 照。

24小林前掲論文参照
。

25本文に引用 した 『史通』雑述第三四の 「別伝」の項にあるように
、劉知幾は、劉向 『列女伝』・梁鴻 『逸

民伝』・趙采 『忠臣伝』・徐広 『孝子伝』 といった人物類伝を 「別伝」 としてあげている。

26『隋 書』経籍志史部雑伝は、『東方朔伝』八巻、『貫丘儉伝』三巻、『管輅伝』三巻を収載するが、「別

伝」の名は見えない。
27な お 「別伝」については、別稿(「 漢晋期流行的別伝」未刊行)で 詳述 している。
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後漢後期、郷 里社会 を中心に行 われた人物評(郷 評)が 、政治的社会的に規制力 を有 し、

当該社会 に大きな影 響、すなわち、政治的社会的地位 の浮沈 を左右 した ことにつ いてはつ

とに先学の指摘す るとお りで ある28。これ を うけ渡邉義浩氏は 「九 品中正制度施行後の人

物伝は、制度 の根幹 である人物評価 に係 わる著作 となるだけに、大 きな政治的影響力を有

した」29とす る。

確かに人物評は、生 きている人士を対象 として行われるものであ り、それが任官の際に重

視 され、大きな影響力 を持 ったこ とについては理解 しやすい。 しか し、その人物評をもと

にしている とはい うものの、被評価者の没後に記 された人物伝 がいったい どのよ うに して、

またいったい誰の社会的地位 の向上に役 立つのか、 とい う点 については疑問が残 る。た と

え人物伝が人物評 をもとに編 まれた としても、素材 を同 じくす るこ とが、その社会的 目的

をも同 じくす るとはい えないのではなかろ うか。 これまでの研究では、故人の事蹟 を人物

伝 として編纂する ことが、いかに して当該社会において社会的地位 の向上に結びつ くのか、

とい う点を明確 に意識 していなかった ように感 じる。人物評 と人物伝 の関係を明らかにす

るためには、両者 を区別 し、互いが当該社会 にいかなる役割 を担っていたかを再検討する

必要があると考 える30。

つ ぎに 「別伝」については、『隋書』経籍志、『史通』に収載 され ていないにも関わ らず 、

章宗源が 『階書経籍志考證 』 に 「別伝」 を採録 して以降、魏晋を代表す る人物伝で ある と

の認識が 自明の こととして議論 されているように感 じる。しか し、「別伝 」をは じめ、これ

までの人物伝研究では、その内容か ら導 き出された とい うよ りも、当該社会の状況 か ら導

き出 された結論、 とい う印象 を受 ける。

28東晋次 『後漢時代の政治 と社会』第五章 「地方社会の変容と豪族」第三節 「豪族社会の構造 と選挙」(名

古屋大学出版会、一九九九年)参 照。

29渡邉前掲論文参照。

30人物伝の再検討については、拙稿 「「先賢伝」「耆旧伝」の歴史的性格―漢晋時期の人物 と地域の叙述と

社会」(『 中国―社会と文化』ニ一 、二〇〇六年)、状 と 「先賢伝」「耆旧伝」の編纂― 「郡国書」から 「海

内書」へ―」(『東洋学報』九一-三 、二〇〇九年)、 「『汝南先賢傳』の編纂」(『立命館文学』六一九、二

〇一〇年)、 「漢晋期 における 「家伝」の流行と先賢」(『東洋学報』九四-三 、二〇一二年)、 「上計制度与

耆旧伝」「先賢伝」的編纂」(『古代長江中游社会研究』上海古籍出版社、二〇一三年)等 を参照。なお、

人物伝にっいては、同 じく当該時期に現れた墓誌 との関わりに注目する研究がある。たとえば、胡宝国氏

(前掲論文)は 、墓誌 を 「石上の別伝」と呼ぶよ うにその関係に注 目す る。確かに墓誌の素材 もまた一族 ・

郷里における記録が中心 となった と思われる。しか し、素材が同じであることが、その社会的役割(目 的)

をも同じくすることを意味 しない。同じ素材であった としてもその素材が どのような意図をもって記録さ

れたか、が重要となる。それが、福原啓郎氏(「西晋の墓誌の意義」『中国中世の文物』京都大学人文科学

研究所、一九九三年)が 述べ るように、定義が曖昧で、その起源が明らかでない墓誌であれば、なおさら

慎重に議論する必要があると考える。
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いったいなぜ このよ うな問題 が生 じたのであろ うか。以下、次節 では問題 の所在 をよ り

鮮明にするために、漢晋期 に流行 した人物伝 を研究す る うえで欠 くこ とので きない 『隋書』

経籍志についてみておきたい。

二　人物伝研究における 『隋書』経籍志の位相

1、 歴代書 目と 『隋書』経籍志

『漢書』藝 文志が成 されてか ら 『隋書』経籍志成著 まではお よそ六百年。 『隋書』経籍

志は 『五代史志』(梁 ・陳、斉 ・周 ・隋)の 一部 として編纂 され、高宗顕慶元(656)年 に

上梓 され る。その間の代表的な書 目には、(魏)鄭 黙 『中経』 ・(西 晋)荀勗 『新簿』 ・

(東晋)李 充 『晋元帝 四部書 目』 ・(宋)王 倹 『元徽元年四部書 目録』 『今書七志』 ・(梁)

院孝緒 『七録』等 がある。

なかで も後漢末 から魏晋期 にかけては、その書 目分類に大 きな変化が興 った時代であっ

た ことについては、す でに述べ たとお りである。 しか し、その変遷過程 の詳細 については

現在 『七録』序 ・目録以外 はすでに散逸 してい るためあき らかに しがたい。そのため、『漢

書』藝文志以降に編纂 された書物を研究す るにあたっては、唐初 に、 『五代史志』 として

『七録 』を土台に成 った といわれ る 『隋書』経籍志31に よる他な く、そ の地位 を相対的に

高めてい る。これ について清水凱夫氏は、「従来の南北朝期の文献研究 に於いては、往々に

して 『隋書』経籍志の記事が確実な立論の根拠 として採用 されていることが多 く、既に一

種の権威 ある規準 と化 している傾 向が強い」32と指摘 してい る。

では、漢晋期 に編纂 され た書物を研究す る うえで、 『隋書』経籍志が 「権威 あ る基準 と

化」す ることで どの ような問題が生 じるのであろ うか。

た とえば、『隋書』経籍志 と 『隋書』経籍 志のもとになった とされ る阮孝緒 『七録』の

分類 を比べてみる と、『七録』で国史 と一括 してされていた紀伝体 と編年体の書籍が、『隋

書』経籍志で は正史(紀 伝体)と 古史(編 年体)に わけられている。また、『七録』では雑

伝 と鬼神 にわけ られていた ものが、『隋書』経籍志では雑伝 に一本化 されていることが看取

できる。 このよ うに 『隋書』経籍志 よ りも漢晋期 に近い梁 の時代 に編 まれた 『七録』の分

類 とであってもこのよ うな違いが生 じてい る。

このよ うに、漢晋期の 「史」書 を分析す るうえで基本 となる 『隋書』経籍志史部の分類

が、そ の収載対象 となってい る時代の書物 に対す る認識 を反映す るもの とはいえない こと

31従来
、『隋書』経籍志は、梁阮孝緒 『七録』を土台に作成 されたものとの見解が一般的であるが、金文

京氏(「中国目録学史上における子部の意義―六朝期 目録学の再検討― 」『斯道文庫論集』三三、一九九八

年)は 、隋の秘書丞許善心が編纂 した七部分類である 『七林』が、『隋書』経籍志に最 も近い目録であろ

うと推測する。

32「 『隋書』経籍志の位相 と改訂復元法」(『日本中国学会報』通号五一
、一九九九年)参 照。
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がわかる。『隋書』経籍志史部 の分類 をもとに漢晋期の書籍 に分析 を加 えることについて、

「東漢末、魏晋期 の、史籍 の、 さらには著述一般 の、制作の実相 をことさらに把握 しにく

い ものとな して しまってい る」33とす る、戸川芳郎氏の指摘は示唆的である。

さらに、注意すべきは、後漢初に成 った 『漢書』藝文志か ら魏晋期に 「史」部が独 立す

るまでに編まれた後漢時期の書物が、「史」部 に分類 されてい るとい う点である。この こと

か ら、書 目分類 で 「史」が意識 され る以前の書物(後 漢期)と 、明確 に意識 されたあ との

書物(魏 晋期)で は、同一 の書名 であって もそ こには違いがあるのではないか、 とい う疑

念がわいて くる。

た とえば、 さきにみた 『隋書』経籍志史部雑伝に収載 されてい る 「耆旧伝」 「先賢伝」

は、後漢の光武帝の詔 によ り編纂がは じまった とされ、後漢初期 か ら東晋末までのお よそ

四百年にわた り編纂 が行 われ た。 この 「耆旧伝」 「先賢伝」なる人物伝 は、はた して 「史」

が確立す る前 の後漢時期の もの と 「史」が確立 した後の束晋時期 のものでは、その名 が同

じとい うだけで 「史」書 とし、一括 してよいのか、 とい う疑念で ある34。

この疑念を明 らかにす るには、魏晋期 に先立つ後漢 の位 置づ けを明確にす るこ とが必須

であ り、本稿が考察の対象 を 「漢晋」期 とす るゆえんはここにある。魏晋 を 「史」学史上

での画期 ととらえることは重要な視点で あるが、それ に先立つ 後漢期の位置づ け、お よび

その連続性 を、 よ り明確 に意識す る必要があると考 える。

2、 『隋書』経籍志史部雑伝の検討

つ ぎに漢晋期に流行 した人物伝 に検討 を加 える うえで欠かす こ とのできない 『隋書』経

籍志史部雑伝について分析 を加 えたい。

『隋書』経籍志史部雑伝序には、

又漢時、阮 倉作列仙圖、劉 向典校經籍、始作列仙 ・列士 ・列女之傳、皆因其志尚 、率

爾而作、不在正史。後漢光武、始詔南陽、撰作風俗。故沛 ・三輔有耆舊 節 士之序。魯 ・

盧江有名德 先賢之讚 。郡 國之書、由是而作。魏文帝又作列異、以序鬼物奇怪之事。□

康作高士傳、以敍 聖賢之風。 因其事類、相繼 而作 甚衆、名 目轉廣、而又雑以虚誕怪

妄之読。推其本源、蓋亦史官之末事也。載筆之士、刪 採其要焉。魯 ・沛 ・三輔、序贊

竝亡、後之作者、亦多零 失。今取其見存、部而類之、謂之雜 傳。

とあ り、雑伝書 に対す る認識 が示 されている。ここでは、前漢 の阮倉 が 『列仙 図』を成 し、

劉向が 『列仙伝』、『列士伝』、『列女伝』 を作 るも、それは各々の好む ところにより性急 に

作成 された もので、正史には入 らない とす る。また、後漢 の光武帝の詔によ り編纂がは じ

33「 四部分類 と史籍」(『東方学』八四、一九九二年)参 照。

34古勝隆一氏(「 『隋書』経籍志史部 と 『史通』雑述篇」『東方学報(京都)』八 五
、二〇一〇年)は 、魏晋

以降に発展 した史学 と漢代以前の 「史」による著作とを同一に 「史学」として扱 うこととの問題について

言及する。
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まった郡国の書や、魏 の文帝 の 『列異伝』、□康の 『高士伝』を継いで編まれた種 々の書に

は、怪 しげな説 もま じってお り、その起源 をた どれば 「史官の筆のす さび」であろ う、 と

す る。また、その作品の多 くは散佚 して しまったので、現存 してい るものをあげて分類 し、

「雑伝」 としてい る。 では、 ここでい う 「雑」 とはいかなる意味で使用 されてい るのであ

ろうか。雑伝 の 「雑」の意 を明 らかにす ることで、『隋書』経籍志のなかにある人物伝に対

す る意識を顕在化 させ、その うえで、『隋書』経籍志史部雑伝収載 の書 を 「雑伝書」 として

研究対象 とす ることの有効性 を確かめておきたい。

そ こで、この 「雑」に検討 を加 えるにあた り、同 じく 『隋書』経籍志史部で 「雑」の字

を関す る 「雑史」 をみてお きたい。 その序 には、

自秦撥 去古文、篇籍遺散。漢初、得戰 國策。蓋戦國遊士記其策謀。其後陸質作楚漢春

秋 、以述謙鋤秦 ・項之事。又有越絶 。相承以爲子貢所作。後漢趙曄、又爲呉越春秋。

其屬辭 比事、皆不與春秋 ・史記 ・漢書相似。蓋率爾而作、非史策之正也。靈 ・獻之世、

天下大亂 、史官失其常守。博達之士、愍其廢 絶、各記聞見、以備遺 亡。是後羣 才景慕、

作者甚衆。又 自後漢 已來、 學者多砂撮舊 史、 自爲一書、或起 自人皇、或斷 之近代、亦

各其志、而體 制不經 。又有委巷之説、迂怪妄誕、眞虚莫測。然其大抵皆帝王之事、通

人君子、必博采廣覽 、以酌其要、故備而存之、謂之雜 史。

とあ り、「雑伝」(「率爾 に して作 り、正史 に在 らざるな り」)と 同様 に、「率爾に して作 り、

史策の正 に非 ざるな り」 と、性急 に作成 されたもので あり、正史ではない との見解が示 さ

れている。つ ぎに、これ も 「雑伝」(「雜うるに虚誕怪妄 の説 を以てす」)と よく似た評価 と

して、「委巷の説有 り、迂怪妄誕」と、巷間の説が含 まれてお り、その内容には怪 しげなも

のが混 じっている とす る。

このことか ら、 「雑伝」・「雑史」 としてさまざまな書を収載 した理 由をみてみ ると、「雑

伝」 は、怪 しげなものが混 じっているとしなが らも、「載筆 の士は、刪 りて其の要 を採 る」

と、そのなかには採 るべ きもの も含まれているとの理 由で、「雑史」は、有識者は怪 しげな

ものであっても、「必ずや博采廣覽 し、以て其 の要 を酌む」はずであるか ら残 した と、その

収載するにいたった理由が述べ られてい る。このことか ら 『隋書』経籍志は、「眞虚測 るな

し」 とされ る書物 を分類す るにあた り、 「真」・「虚」 の判断 を 「載筆の士」に委 ね、 「真」

(採 るべき説)と 「虚」(雑駁 な説)を 入 り混ぜて収載 していることがわかる。すなわち 「雑」

には、 「真 ・虚」をまぜ て収載 した、 との意35が込め られてい ると考 える。

この ように 『隋書』経籍志史部雑伝 が、玉石の入 り交 じった さまざまな伝 をま とめて 「雑

伝」 として収載 した とす るな らば、 ここに一つの疑問が生 じる。それ は、 さきにみたよ う

に 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 され ている人物伝を 「雑伝書」 と一括 して議論すること

の有効性へ の疑 問である。なぜ な ら、これまで同様の歴 史的性格 を持 ったもの として研究

され てきた 「雑伝書」 は、 うえでみたよ うに、かな らず しも同 じ歴史的性格をもった書 と

35佐野前掲論文は
、この 「雑伝」とい う言葉の由来について検討を加えている。
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して認識 され分類 され たわけではな く、それぞれに異 なった ものであった可能性があるか

らである。

三　人物伝研究における 『史通』雑述の位相

『史通』原序36によれ ば、劉知幾 は長安二年(702)、 著作佐 郎に任 じ、国史 の編纂 も兼

任 していた。つづいて左史 とな り門下省で起居注の執筆を行 っている。その後 しばらく史

官を離れ るものの、中宗の即位ののち、著作郎 に任 じられ再び修 史を行 ってい る。劉知幾

の回顧す るところによると、劉知幾 は二帝 に仕 え、なが らく書籍 を扱 う役所で、記録 を掌

る立場にあ り、景龍 四年(710)に 『史通』を成著 してい る。この ことか ら、劉知幾 が目に

した多 くの書籍は、『隋書』経籍志 と同じく王朝所蔵 の書籍で あったことが確認できる。

以下では、『史通』にみ える人物伝への認識に分析 を加 えたいのであるが、まず、史書に

対す る劉知幾の考 え方 をみておきたい。『史通』六家第一 には、

古往今來、質文逓變 、諸史之作、不恆厥體 。権 而爲論、其流有六。一曰尚 書家、二曰

春秋家、三曰 左傳 家、四曰 國語家、五曰 史記家、六曰 漢書家。

と、古の史体 を六種 に分類 している。つぎに人物伝 に対する評価 についてみてみ ると、『史

通』雑述第三四には、

愛及近古、斯道漸煩。史氏流別、殊途并鶩 。権而爲論、其流有十焉。一曰 偏紀、二曰

小録 、三曰 逸事、四曰 項言、五曰 郡書、六曰 家史、七曰 別傳、八曰雜 記、九曰 地理書、

十曰 都 邑簿。

と、 うえでみた六つ の史書以外のものを10種 に分類 している。そ こでは、

汝 ・潁奇士、江 ・漢英靈 、人物所生、載光郡國。故郷人學者、編而記之。若 圏稱陳留

耆舊・周斐汝南先 賢 ・陳壽益都者舊 ・虞預會稽典録、此之謂郡書者也。

と、「郡書」(本稿でい うところの 「耆旧伝」「先賢伝」)と して周 斐 『汝南先賢伝』・陳寿 『益

部耆 旧伝』等をあげ、

郡書者、衿其郷賢、美其邦族 、施於本國、頗得流行、置於他方、罕 聞愛異。其有如常

□之詳審、劉昞 之該博、而能傳諸不朽、見美來裔 者、蓋無幾焉。

と、「郡書」は郷里 の学者の手によるものであ り、その編纂の 目的 は郷里 を誇 るものである

37との認識が示 されてい る
。

36長安二年、余以著作佐郎兼修國史、尋遷左史、於門下撰起居注。會轉 中書舎人、暫停史任、俄兼領其職。

今上(中 宗)即 位、除著作郎 ・太子中允 ・率更令、其兼修史皆如故。又屬 大駕還京、以留後在東都。無幾、

驛徴入京、專知史事、仍遷秘書少監。 自惟歴事二主、從宦兩 京、遍居司籍之曹、久處載言之職。昔馬融三

入東觀 、漢代稱榮、張華再典史官、晉朝稱美。嗟予小子、兼而有之。是用職思、其憂、不遑啓處。嘗以載

削餘暇、商権史篇、下筆不休、遂盈筐篋。於是區分類聚、編而次之。

37夫郡國之記 ・譜諜之書
、務欲矜 其州里、誇其氏族。讀之者、安可不練 其得失、明其眞僞者乎。至如江東
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「家史」については、

髙門華冑、奕世載德 、才子承家、思顯父母。 由是紀其先烈、胎厥 後來。若揚雄家諜 ・

殷敬世傳 ・孫氏譜記 ・陸宗系歴。此之謂家史者也。

と、富貴 ・貴族の子弟が代 々徳を重ね、徳才を兼ね備 えた人が跡 を継 ぐと、父母を顕彰す

ることを考 える。そ こで祖先の事蹟 を記 し後代にその事蹟を残そ うとす る。それが、揚雄

『家諜』・殷敬 『世傳』 といった書物 であるとい う。また、以下に、

家史者、事惟三族 、言止一 門、正 可行於室家、難以播於邦國。且箕裘 不墮 、則其録猶

存、苟 構 已亡、則斯文亦喪者矣 。

と、その内容 は、一族内 にとどまる内容 であ り、全土へ広 がる(全 国に伝 えられてい く)

ことは難 しく、その家が栄えていれ ば記録は残 るが、その家が滅びれば、その記録 も亡ん

で しま うものである との認識 が示 されている。

同 じく 『隋書』経籍 志雑伝 に収載 されている 『列女伝』や 『逸民伝』については、

賢士貞女、類聚區 分 、雖 百行殊途、而同歸於善。則有取其所好、各爲 之録。若劉向列

女 ・梁鴻逸民 ・趙采忠臣 ・徐 廣孝子、此之謂別傳者也。

と、「別伝」として分類 し、かかる書は著者 の関心により記録 された ものであるとする。こ

こか ら劉知幾 は、本稿で とりあげる 「別伝」 とは異 なった書 を対象 と していることがわか

る。ただ、阮 倉の 『列仙 図』、劉向の 『列仙伝』、『列士伝』、『列女伝』に対 し、「皆な其の

志尚 に因 り」 とす る 『隋書』経籍志史部雑伝序の評価 とは通底す る。 また、

別傳者、不出胸臆 、非 由機杼 。徒以博採前史、聚而成書。其有足以新言加 之別読者、

蓋不過十一而已。如寡聞末學之流、則深所嘉禽。至於探幽索隱 之士、則無所取材。

と、「別伝」は著者 自身か ら生み出 された ものではな く、前史か ら集 めてきて編纂 した もの

で、そ こに新 たに付 け加 えられる ものは十に一つにすぎない とす る。

最後に、劉知幾は正史以外の史書 について、

於是考茲 十品、徴彼 百家、則史之雜 名、其流盡 於此矣 。至於其聞得失紛糅 、善惡 相兼、

既難爲□ 縷。故粗陳梗概。

と、これ らの書 のなかには良書 ・悪書が入 り乱れ、評価 も定 まらず詳 しくは述べ ることが

できないので、概観 だけを述べ るに とどめた とす る。

以上、『隋書』経籍志史部雑伝 と 『史通』雑述か らお もに漢晋期 に流行 をみた人物伝 に対

する評価 ・認識 を見てきたのであるが、ここからは二つの ことが指摘で きる。

一つは両者 とも人物伝 を正史に比べ
、問題有 りとしなが らも、見るべき内容 もあるため

「史」書 として収録 ・認識す るとい う態度である。ただ、『史通』に比べ 『隋書』経籍志の

ほ うがよりおおまかに さまざまな書 を収載 してい ることが指摘できる。

では、なぜ正史に比べ問題がある 「史」書であるとの認識 が生 まれたのであろ うか。 こ

五儁、始 自會稽典録、潁川人龍出於荀 氏家傳、而修晉漢史者、皆徴彼虚譽、定爲實録。(『史通』第一五采

撰)
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れを考えるには、そ もそ も古来 中国では、「史」書 とは どの ようなものであると認識 されて

いたのかを明 らかに してお く必要があると考 える。

川勝義雄氏 は、 「中国の史書 に見 られ る大 きな特色 は、強烈 な倫理的批判 であ り、執拗

なまでの倫理的政治的考察 である。伝統的な 「史の直筆」の観念そのものが、倫理的動機

によるよ うに、いわゆる 「奉秋 の大義」に由来す る 「義」の追求 と強調が、あきあきす る

ほ どくりかえ され ることを、われ われは中国の史書 において見 るだろ う」38と、中国にお

ける歴 史叙述の特色についてその倫理的な側 面(「 春秋の大義」)に 注 目している。 また、

安田二郎氏は、「現実の政治や社会 との受動 ・能動の緊張関係は、歴 史学が有す る本来的な

特質 なのであって、『春秋』の例をことさらひ くまでもな く、その人が生 きる時代に対す る

批判精神 こそが、歴史著述 ・編纂へ と うながす根底 の動機 にほかな らず、人々 にとって著

述 ・編纂はそれが対象 とした王朝史な り時代史に仮 りた 「現代」批判の 書なる性格 を帯有

す る。私撰か勅撰 か、故人 によるか史局体制下のそれ か等々、従事す る立場や環境 に応 じ

て、確かに少なか らぬ違 いが見 出され るが、かかる性格は基本的に一貫 し通底 しているよ

うに思われ る」39と、歴 史叙述の帯び る批判精神を指摘す る。

事実、『史通』曲筆第二五 には、 「蓋史之爲用也、記功司過、彰善痺悪、得失一朝、榮辱

千載。」と、善 を誉 め悪を既 めるとい う、春秋 の義にそ くした史書の倫理的役割が記 されて

お り、劉知幾 もまた 「史」書に倫理的批判 としての役割 を見いだ していることがわかる。

ただ注意すべきは、川勝氏が、 「杜預以前には、『春秋』が史書の模範 であるとい う考 え

方はない。そもそも史書 とい う観念そのものが明確でなかった。」と述べ るよ うに、西晋の

杜預以前 に、編者のなかに 「史」書 とい う明確 な意識 はなかった と思われ る点である。 と

すれば、杜預以前の編者が 「史」書 と意識せず に記 した書 を 「史」書 として扱 うこ とは、

編者が生 きた時代の実像 と乖離 したものになるのではなか ろ うか。す なわち、「史」書 とい

う観念そのものが確立 していない後漢期 に編纂 された人物伝 を、魏晋以降の人物伝 と同列

に議論す るこ とは問題 であるといわ ざるを得 ない。 これ は従来の人物伝研究 において欠け

ていた視 点である と考 える。

いま一つ は、つ とに内藤湖南氏が、「劉知幾 は従来 の歴史 の由って起 る所によ り、隋書経

籍志 は現在 ある所の歴史 によって分類 したのである。勿論劉知幾 も正史 とい う語を使用 し

てい るが、(古今正史篇)彼 の所謂正史 は隋書経籍志の正史 とは異な り、その中には単に紀

伝体のみな らず、時 としては編年体 も含んでいる。隋 書経籍志 と史通の出来た年代 には大

差がないが、その分類 はか くの如 く相違 してい る」40と指摘す るよ うに、両者の分類 ・認

識には少 なか らぬ異同があることである。 これは、【表】にあるよ うに、『隋書』経籍志で

38川勝義雄 『中国人の歴史意識』(平 凡社
、一九九三年、四一 ・四二頁)参 照。

39安田二郎代表 『中国における歴史認識 と歴史意識の展開につ いての総合的研究』(平 成4・5年 度科学研

究費補助金総合研究(A)研 究成果報告、一九九四年)参 照。

4『 支那史学史』(平 凡社、一九九二年、一九八頁)参 照。
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は 「史」部ではなく 「子」部小説 に収載 されている劉義慶 『世説』・裴栄期 『語林』などが、

『史通』では、 「史」書の一種 である 「項言」 と認識 されてい ることか らも明 らかである。

このこ とは、『隋書』経籍志 の書 目分類 が必ず しも唐代において絶対的 な書 目分類で なかっ

たこ と、 と同時に当時すで に人物伝 が編まれた本来の意味が正確 に認知 されていなかった

ことをも示 してい るといえ る。 このこ とも 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 されてい る人物

伝 を 「雑伝書」 としてとらえる場合 に注意すべ き点である と考える。

むすびにかえて

これまでの各人物伝 に対す る認識 は、その史料的性格に起因す るものであるが、それぞ

れ の叙述 内容か ら導 き出 された とい うよ りは、『隋書』経籍志や 『史通』の認識 、またすで

に明 らか にされてい る漢晋期の政治的社会的状況が前提 となって形作 られてきた ように感

じられ る。 その うえで王朝史 との比較 でその史料 的価値 が下 されてきた。

本稿 は 『隋書』経籍志史部雑伝 に収載 された人物伝 が、漢晋期 に特徴的な歴史的性格 を

有 していたことに疑義 をはさむ ものではない。漢晋期 に集 中的に編纂 が行われた人物伝 が、

当該時期 に編纂 され た王朝史 と同様、その社会 と密接 に関わ りを持 ち記 された書であった

ことは容易に推測がつ く。 しか し、そこに王朝史 と同様の役割(春 秋 の義 ・現代批判の書)

を見いだ し検討を加 えることが、漢晋期 の社会 を うかが ううえで、はた して有効な手段 と

いえるのであろ うか。 史書の基準が王朝史(紀 伝体 ・編年体)で ある以上、かかる人物伝

の評価 は、た とえば、正史列伝 に比べて劣 るとい う、低い評価 にな らざるを得 ない。 これ

はすでに 『隋書』・『史通』のなかに顕在化する意識 であるが、「史」書 とい う前提 をもとに

人物伝 を研究す る限 り、 この評価 か らは逃れ ることはできない。

いま 「特定のジャンル の作品が、ある一っの時代 に集 中 して産み出 され るとい う現象が

見 られ るとき、その根本 の原因は、そ うした作品に共通す る形態 とそ こに盛 られ る内容 と

が、その時代に特有な社会の しくみや人々の価値観 を結晶化 して表明するのに適合 してい

るこ とにあった と考 えることができよ う」41とい う小南一郎 氏の言葉 を想起す るな らば、

人物伝 もまた当該社会の あ りよ うと密接 な繋が りを持 ち、当該社会の歴史的特質を著すも

のであった と考 えることがで きる。ここでは、「史」書の優劣 とい う問題設定ではな く、そ

もそも人物伝が漢晋 とい う時代のなかでなぜ籏出 したのかが問われなければな らないであ

ろ う。

また、漢晋期 を通 じて当該社会の人士に人物伝が 『隋書』経籍志や 『史通』 の認識 と同

様 に、「史」書 として認識 され ていた とするな らば、王朝史でない 「史」書のあ り方 にっい

て再検討 しなけれ ばな らないであろ う。加 えて、当時、「史」書 は広汎 な人々によって書 き

記 された ものであ り、当時の史学 を 「貴族の史学」であった と、その担い手 を世族大族 ・

41小南一郎 「干宝 「捜神記」の研究」上(『 東方学報』京都六九
、一九九七年)参 照。
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貴族 に一元化す ることについても再考の余地があると考 える。

以上のことをふま え、各人物伝 ごとにその佚文 を基礎 として、その編纂時期 を後漢 ・三

国 ・西晋 ・東晋期 の四時期 に区分 し、時期 ご とに検討 を加 えることで、『隋書』経籍志や 『史

通』で欠落 している 「史」確立以前 の 「史」書に対す る認識(後 漢期 に編 まれた人物伝の位

相)と 、 「史」が独立 したその後の時代 との連続性がよ り明確 になる。 このような手法 をと

ることで、漢晋期 に集 中的に編纂 された各人物伝 は、いまだ可能性 を秘 めてい る史料であ

るといい うる。
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【表三】 『史通』雜述篇と 『隋書』経籍志

1

z

3

4

5

6

7

8

9

10

『史通』雑述

偏
記

小

録

逸
事

瑣言

郡
書

家
史

別
伝

雑
記

地
理
書

都
邑
簿

陸賈 『楚漢春秋』

楽資 『山陽載記』

王韶之 『晋安陸(帝)紀』

姚最 『梁昭後略』

戴逵 『竹林名士』

王粲 『漢末英雄』

蕭世誠 『懐旧志』

盧子行 『知已伝』

和□ 『汲冢紀年』

葛洪 『西京雑記』

　　　　顧協 『瑣語』

謝綽 『拾遺』

劉義慶 『世説』

裴栄期 『語林』

孔思尚 『語録』

陽□松 『談藪』

圏称 『陳留耆旧』

周斐 『汝南先賢』

陳寿 『益都耆旧』

虞預 『会稽典録』

揚雄 『家諜』

殷敬『世伝』

孫氏 『譜記』

陸宗 『系歴』

劉向 『列女』

梁鴻 『逸民』

趙采 『忠臣』

徐広 『孝子』

祖台 『志怪』

于宝 『捜神』

劉義慶 『幽明』

劉敬叔 『異苑』

盛弘之 『荊州記』

常□ 『華陽国志』

辛氏 『三秦』

羅含 『湘中』

潘岳 『関中』

陸機 『洛陽』

『三輔黄図』

『建康宮殿』

『隋書』巻三三経籍志

雑史

雑史

古史

古史

雑伝

雑史

　雑伝

雑伝

古史

舊事

子部小説

雑史

子部小説子部小説

雑史

子部小説

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

雑伝

地理

覇史

地理

地理

『楚漢春秋』九巻 陸賈撰

『山陽公載記』十巻 楽資撰

『晋紀』十巻宋呉興太守王韶之撰

『梁後略』十巻　姚勗

『竹林七賢論』二巻 晋太子中庶子戴逵撰

『漢末英雄記』八巻 王祭撰

『懐旧志』九巻 梁 元帝撰

『知己伝』一巻 盧思道撰

『紀年』二十巻

『西京雑記』二巻

『項語』一巻 梁金紫光録大夫顧協撰

『宋拾遺』十巻 梁少府卿謝綽撰

『世説』人巻 宋臨川王劉義慶撰

『語林』十巻 東晋士斐啓撰。亡

『宋斉語録』十巻 孔思尚撰

『解順』二巻 陽斡松撰

『陳留者旧伝』二 巻漢議郎囲称撰

『汝南先賢伝』五巻 魏周斐撰

『益部者旧伝』十四巻 陳長寿撰

『会稽典録』二十四巻 虞豫撰

『列女伝』十五巻 劉向撰、曹大家注

『志怪』二巻 祖台之撰

『捜神記』三十巻 干宝撰

『幽明録』二十巻 劉義慶撰

『異苑』十巻 宋給事劉敬叔撰

『荊州記』三巻 宋臨川王侍郎盛弘之撰

『華陽国志』十二巻 常□撰

『洛陽記』一巻 陸機撰

『黄図』一巻

備考

『宋審5巻60王 紹之伝 「輒自書窩,太元 。隆安時事,小
大悉撰録 之,韶 之因此私撰 『晉安帝陽秋』。」

『周書」巻47姚 僧垣伝、附次子(姚)最 伝 「撰 『梁後略』
十卷,行 於世。」

『隋志』校勘記 「陽□松、原作 「□松□」。姚考:『 史
通』雜述篇及 『直斎書録解題』史部傅認類載、陽□松著
『談藪』二卷， 此處 『解頤』即 『談藪』之異名。」

『文選』巻46r王 文憲集序」引く 『七録』に 「子雲家
牒」

『旧』譜牒： 『殷氏家伝』十巻殷敬等撰、『新』雑伝:
『殷氏家伝』三巻殷敬

『旧」 ・『新』譜牒:『 孫氏譜記』十五巻

『新』譜牒:『 呉郡陸氏宗系譜 』一巻　 陸景献

皇甫臚 『高士伝』序 ・『後漢書』列伝73梁鴻伝 「仰慕前
世高士,而 為四皓以來二十四人作頌。」

『旧』雑伝:『 孝子伝』三巻徐広撰

『後漢書』列伝57李膺伝李賢等注引く 『辛氏三秦記』

『水経注』巻38、 『太平御覧』巻39・49等 に 『羅含湘中

記』の引用有 り

『旧』： 『関中記』一巻潘 岳撰

『太平御覧』巻176に 『建康宮殿簿』なる書がある

※空白＝未著録 『旧』＝ 『旧唐書』経籍志、 『新』=『 新唐書 』藝 文志
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【表1】(『隋志』により作成)

　隋　　志　部数巻数

部数(実数)
巻数(実数)

経
627

5,371

644

5,456

史

817

13,264

812

13,220

子
853

6,437

1,177

11,897

集

【表2】[阮 孝緒 『七録 』(上),『隋志』史部]

 七 　録　

記伝録

種数

国史
216

注暦
59

旧事
87

554

6, 622

600

6,624

　隋　　志　

職官
81

儀典

80

法制
47

僞史
26

雑伝
241

鬼神
29

土地

73

譜状
42

簿録
36

巻数 4596

1221

1038 801 2256 886 161 1446 205 8 69 10 64 338

史部
部数
巻数

正史

67

3083

古史
34　

666

雑史
72

917

覇史
27

335

起居

44

1189

旧事

25

404

職官
27

336

儀注
59

2029

刑法
35

712

雑伝
217

1286

地理

139

1432

譜系
41

360

簿録
30

214

正史 ・古史以外に魏晋期の書 目と『隋志』の間にみえる相違では、 「鬼神」が挙げられ る。梁阮 孝緒撰 『七録』で、一分類 として した 「鬼神」の部が、

省かれた とい うことか ら、唐初には 「鬼神」が史部の一類 目として認識 されていなかったことを示すのではなかろうか。

計
1020

14888
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【表3】【隋志史部雑伝】(佐野誠子「雑伝書としての志怪書 『日本中国学会』54,2003,80頁)

分類
数量

耆旧

39

高隠
11

孝友

9

忠節

6

名士
9

【表4】【隋志史部雑伝】(逮耀東《魏晉史學的思想與社會基礎》97頁)

分類
隋志

輯補

郡書
36

15

家史
28

39

類伝
63

24

別伝

6

205

仏道
38

3

雑伝
8

志怪

36

家伝
30

合計

207

286

童子
2

交遊
5

列女
13

僧侶12

神仙
24

鬼神
39

合計
207

計
812

13220

『隋志』で

合計

5167

87 211 41 36 493

・小林昇:① 先賢 ・耆旧 ・高士 ・列女 ②別伝,家 伝 ③列仙 ・道士 ・高僧 ④列異 ・捜神記
(「魏晋時代の傳記 と史官」 『早稲 田大学大学院文学研究科紀要』7,1973)

・重澤俊郎:① 地域別有名人を対象 とした記録 ②別伝 ・家伝 ③同一の性格をもつ伝を集めた もの ④列異 ・捜神記

(「文献 目録を通して見た六朝の歴史意識」『東洋史研究』18-1,1959)
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